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開会 午前１０時００分

◎開会宣告

〇議長 水島美喜子君 おはようございます。ただいまから令和５年第１回砂川市議会定

例会を開会いたします。

◎開議宣告

〇議長 水島美喜子君 本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員指名

〇議長 水島美喜子君 日程第１、会議録署名議員指名を議題といたします。

会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、辻勲議員及び増井浩一議員を指名

いたします。

本日の議事日程並びに議長諸般報告は、お手元に配付のとおりであります。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長 水島美喜子君 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

今定例会の会期は、本日から３月１４日までの９日間にしたいと思います。ご異議あり

ませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、会期は９日間と決定いたしました。

◎日程第３ 主要行政報告

〇議長 水島美喜子君 日程第３、主要行政報告を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 前回の定例市議会以降における主要行政について報告を

申し上げます。

４９ページ、総務部市長公室課の関係では、１点目の砂川市新年交礼会について、１月

５日、砂川パークホテルにおいて開催し、１９３名の参加をいただいたところであります。

次に、２点目の冬期避難所運営訓練の実施について、１２月１２日、北地区コミュニテ

ィセンターにおいて冬期に地震と大規模停電が発生したことを想定した冬期避難所運営訓

練を開催したところであり、当日は、避難者受付訓練・炊き出し訓練・段ボールベッド設

営訓練等を実施し、北地区コミュニティセンターを指定避難所としている４町内会などか

ら３５人の参加があったところであります。

次に、３点目の「消防団の力向上モデル事業」避難誘導訓練の実施について、１月２４
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日、砂川消防庁舎において、行政や住民が自助・共助・公助を効果的に発揮できる防災体

制を確立し、地域防災力を向上させるため、消防団活動の充実・促進を図る「消防団の力

向上モデル事業」における避難誘導訓練を座学にて実施し、消防団員２２人の参加があっ

たところであります。

次に、５０ページ、政策調整課の関係では、５点目の砂川市総合教育会議について、１

２月２０日、第１回会議を開催し、小中学校適正規模・適正配置、令和４年度全国学力・

学習状況調査結果等について意見交換を行ったところであります。

次に、５１ページ、市民部市民生活課の関係では、３点目の住民票等コンビニ交付サー

ビスについて、１月１０日、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピ

ー機によりマイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書等を取得でき

るサービスを開始したところであります。

次に、５３ページ、保健福祉部社会福祉課の関係では、１点目の生活困窮世帯年末見舞

金の支給について、１２月に民生児童委員を通じて８３世帯に支給したところであります。

次に、２点目の第４次砂川市障がい者計画の策定に向けた取組について、２月１３日、

第２回障害者地域自立支援協議会を開催し、令和５年度から１４年度までの１０か年を計

画期間とする第４次砂川市障がい者計画の素案について協議したところであります。

次に、５６ページ、ふれあいセンターの関係では、４点目の新型コロナウイルス感染症

ワクチンの追加接種について、オミクロン株対応ワクチンの集団接種について、令和４年

９月下旬からふれあいセンター及び市立病院で実施してきたが、予約数が大幅に減少し人

数の確保が難しい状況となったことから、令和５年１月をもって終了したところであり、

２月以降は国が特例臨時接種の実施期間と定めている３月末まで、市内５か所の医療機関

での接種体制へ変更したところであります。

次に、５７ページ、経済部商工労働観光課の関係では、２点目のチーム“ＳＵＮＡＧＡ

ＷＡ”団結オンラインセミナーについて、２月２２日、市役所大会議室において、株式会

社ジェイアール東日本企画地域プロデューサーの山本聖氏をコーディネーターに、芽室町

魅力創造課課長補佐の渡邉浩二氏と有限会社めむろプランニング専務取締役の川上徹氏を

講師に迎え、「十勝芽室町のまちづくり、官と民の熱いリーダーから学ぶ」をテーマにセ

ミナーを開催するとともに、最終年度となったチーム“ＳＵＮＡＧＡＷＡ”ブランディン

グプロジェクトの成果報告会を行い、オンラインでは３８人、市役所大会議室では３３人、

合計７１人の参加があったところであります。

次に、３点目の北海道子どもの国雪中遊具製作協力に関する協定について、１２月１５

日、陸上自衛隊滝川駐屯地において、北海道子どもの国に雪中遊具を設置することで地域

の活性化を図ることを目的に、滝川駐屯地司令と１月１６日から２月４日を期間とする雪

中遊具製作協力に関する協定を締結し、ジャンボ滑り台が製作され、２月５日から開放し

たところであります。
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次に、６点目のジョブスタＩＮ砂川高校について、２月２４日、砂川高校において、砂

川の企業を知り、働く意義を考えることを目的として、市内企業等９社１９人と砂川高校

の１年生５１人、２年生５人が参加し、職場紹介やグループ交流などを行ったところであ

ります。

次に、５８ページ、７点目の地域おこし協力隊について、商店街振興事業に関する活動

に従事してもらうため、総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、地域おこし協力隊員を

募集したところ、２名の応募があり、書類選考及び面接を行い、１名を３月１日より採用

したところであります。

次に、６２ページ、建設部建築住宅課の関係では、７点目のすながわハートフル住まい

る推進事業について、各事業の１１月から１月までの交付件数及び交付金額は、（１）永

く住まいる住宅改修補助金は６件、１７０万９，０００円、次に６３ページ、（２）まち

なか住まいる等住宅促進補助金は７件、２４２万４，０００円、（３）高齢者等安心住ま

いる住宅改修補助金は６件、９６万９，０００円、（４）住宅用太陽光発電システム導入

費補助金は４件、９８万１，０００円、（５）老朽住宅除却費補助金は１０件、３７０万

７，０００円をそれぞれ交付したところであります。

次に、８点目の砂川市空家等対策計画の策定に向けた取組について、１２月５日から１

月４日まで、砂川市空家等対策計画（案）に対するパブリックコメントを実施したところ

意見がなかったものであり、各会議において協議した内容を踏まえ、「砂川市空家等対策

計画」を策定したところであります。

次に、９点目の住み替え支援事業について、各事業の１１月から１月までの交付件数及

び交付金額は、（１）登録物件促進補助金は７件、７０万円、（２）同居近居促進補助金

は５件、４０万円、（３）子育て支援補助金は８件、１２０万円、（４）移住促進補助金

は２件、４０万円、（５）医療・介護従事者移住定住促進補助金は１件、１０万円をそれ

ぞれ交付したところであります。

次に、６５ページ、市立病院の関係では、１点目の附属看護専門学校受験状況について、

令和５年度の推薦入学試験は、１０月２０日、応募者１１名に小論文・面接試験を実施し、

１０月２７日に１１名全員の合格を発表したところであります。また、一般入学試験は、

１月１２日に学科試験、１３日に面接試験を応募者３４名のうち３３名に実施し、２月２

日に２４名の合格者を発表したところであります。

以上を申し上げまして、主要行政報告といたします。

◎日程第４ 教育行政報告

〇議長 水島美喜子君 日程第４、教育行政報告を求めます。

教育長。

〇教育長 髙橋 豊君 （登壇） 前回定例会以降におきます教育行政の主な内容につき
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ましてご報告申し上げます。

初めに、学務課所管について申し上げます。２点目の令和４年度砂川市教育実践表彰に

ついて、社会教育及びスポーツの実践活動が顕著であるとして、教育実践表彰審査会より

適当と認められた２２件の表彰について、教育委員会会議において決定しました。（１）

個人表彰として、社会教育委員の功績として、堀松伸行氏、栂野悦子氏、バドミントン大

会での功績として、砂川中学校３年生、菊地さん、源野さん、川上さん、２年生、横田さ

ん、１年生、田中さん、２ページ、水泳競技大会での功績として、砂川中学校１年生、吉

本さん、空手道選手権大会での功績として、砂川中学校１年生、増田さん、剣道大会での

功績として、砂川中学校１年生、五十嵐さん、澄川中学校１年生、小室さん、空手道選手

権大会での功績として、砂川中学校２年生、佐藤さん、滝川西高校２年生、佐藤さん、Ｍ

ＴＢクロスカントリーレースでの功績として、滝川西高校２年生、古江さん、水泳競技大

会での功績として、滝川西高校１年生、吉本さん、ピアノ大会での功績として、滝川高校

３年生、國金さん、弓道競技選手権大会での功績として、砂川高校３年生、藤田さん、２

年生、安藤さん、パワーリフティング選手権大会での功績として、砂川高校２年生、佐藤

さんです。（２）団体表彰として、ゆうゆうひろばでの交流機会充実の功績として、尾崎

壽氏、バドミントン大会及び野球大会での功績として、砂川中学校バドミントン部、石山

中学校野球部でした。

次に、３ページ、３点目の中体連等全道大会の出場結果について、（１）第５５回北海

道中学校スキー大会・アルペン競技が１月２０日から２２日に小樽市で開催され、女子大

回転、女子回転に砂川中学校２年生、上村さんと中川さんが出場し、成績は記載のとおり

でありました。（２）第５９回北海道管楽器個人コンテストが２月１８日に札幌市で開催

され、クラリネット独奏に砂川中学校２年生、脇坂さんが出場し、成績は記載のとおりで

ありました。

次に、４点目のいじめの問題に係る調査について、昨年１０月から１１月にかけて、市

内小中学校の全児童生徒を対象にアンケート調査を実施し、児童生徒から聞き取り等を行

った結果、最終的にいじめと認知した事案は小学校で６７件、中学校で１０件、合計で７

７件となり、各学校では加害児童生徒への指導等を行いました。

次に、５点目の令和４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査について、昨年４月か

ら７月の間に、小学校５年生及び中学校第２学年を対象に行った調査の結果について、教

育委員会会議等へ報告いたしました。

次に、６点目の令和５年度公立高等学校入試出願状況について、北海道教育委員会が２

月２８日に公表した令和５年度の再出願後の状況では、砂川高校の出願者数は定員８０人

に対し６５人となり、定員を１５人下回りました。

次に、４ページ、学校再編課所管では、１点目の砂川市立小中学校統合準備委員会の開

催について、第６回準備委員会を１２月２０日に、第７回準備委員会を１月３１日に市役
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所で開催し、第６回では説明、報告のほか、スクールバスの運行に関わる協議、第７回で

は報告のほか、義務教育学校の制服の導入時期に関わる協議を行い、いずれも委員１８人

が出席しました。

次に、２点目の義務教育学校建設形態決定に係る市民説明会について、１２月２２日、

地域交流センターゆうで開催し、義務教育学校建設形態の整備調査報告及び決定に至る経

過等の説明を行い、参加者は１８人でありました。

次に、３点目の砂川市義務教育学校建設へ向けた子どもワークショップについて、１月

２１日、地域交流センターゆうで開催し、義務教育学校建設に向けたグループワークを行

い、参加者は２１人でありました。

次に、５ページ、４点目の第１回砂川市義務教育学校建設へ向けたワークショップにつ

いて、２月１０日、地域交流センターゆうで開催し、義務教育学校建設に向けたグループ

ワークを行い、参加者は１５人でありました。

次に、社会教育課所管では、１点目の各種事業の（２）第７５回砂川市はたちの集いに

ついて、１月８日、地域交流センターゆうで開催し、対象者１６２人中１１０人が参加し

ました。

次に、（３）子ども職場体験活動について、１月１２日に対象を１から２年生と３から

６年生に分け、家庭教育サポート企業である池川生花店、ほんだ菓子司、治田タイヤ及び

笑飛巣さんの協力の下、実施し、参加者は１１人でありました。

以上を申し上げまして、教育行政報告といたします。

◎日程第５ 議案第１号 令和４年度砂川市一般会計補正予算

議案第２号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算

議案第３号 令和４年度砂川市介護保険特別会計補正予算

議案第４号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第５号 令和４年度砂川市下水道事業会計補正予算

議案第６号 令和４年度砂川市病院事業会計補正予算

〇議長 水島美喜子君 日程第５、議案第１号 令和４年度砂川市一般会計補正予算、議

案第２号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算、議案第３号 令和４年度砂

川市介護保険特別会計補正予算、議案第４号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計

補正予算、議案第５号 令和４年度砂川市下水道事業会計補正予算、議案第６号 令和４

年度砂川市病院事業会計補正予算の６件を一括議題といたします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 井上 守君 （登壇） 議案第１号 令和４年度砂川市一般会計補正予算に

ついてご説明を申し上げます。
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今回の補正は、第１０号であります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

６億７，６８０万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５９億７，１

９０万２，０００円とするものであります。

第２条は、継続費の補正であります。８ページ、第２表、継続費補正に記載のとおり、

１０款教育費、１項教育総務費の義務教育学校建設基本設計・実施設計委託について総額

と年割額を補正するものであります。

第３条は、繰越明許費の補正であります。９ページ、第３表、繰越明許費補正に記載の

とおり、４款衛生費、１項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業、１０款教

育費、２項小学校費、学校教育活動体制整備事業、同じく、３項中学校費、学校教育活動

体制整備事業について令和５年度に繰り越すものであります。

第４条は、地方債の補正であります。１０ページ、第４表、地方債補正に記載のとおり、

公営住宅建設事業債から緊急浚渫推進事業債までについて１億２，３００万円を減額し、

補正後の限度額を１１億１，４００万円とするものであります。

それでは、歳出からご説明いたしますが、多くが決算見込みによる事業費の確定による

ものでありますので、主なもの並びに二重丸及び説明にアンダーラインを付してある新規

事業を中心に説明してまいります。

８６ページをお開きいただきたいと存じます。２款総務費、１項１目一般管理費で８９

ページ、一つ丸、ふるさと応援寄附金に要する経費１億６，７５９万３，０００円の補正

は、寄附者の利便性の向上を図り、寄附金の増加につなげるため、民間事業者への業務委

託、寄附受付サイト及び返礼品取扱数の増などの取組を進めてきたことにより、昨年１０

月末現在で当初の見込みを大きく上回っていたことから、１２月定例会において係る経費

の補正を行ったところでありますが、その後年末にかけても寄附件数及び金額等の見込み

をさらに上回ったことから、寄附に対する謝礼及び手数料、業務委託料を補正するもので

あります。

次に、９０ページ、同じく５目財産管理費で一つ丸、財産管理に要する経費の社会福祉

事業振興基金積立金２億８，９３７万６，０００円及びまちづくり事業基金積立金７億９，

２３６万８，０００円の補正は寄附金を各基金に積み立てるものであり、財政調整基金積

立金４億８，５２９万５，０００円の補正は財源調整を行うため、積み立てるものであり

ます。

次に、９４ページ、同じく１０目市民生活推進費で９７ページ、二重丸の各路線のバス

運行に要する経費は、それぞれの路線につき令和３年１０月１日から令和４年９月３０日

までの運行期間における赤字を関係自治体において負担するもので、二重丸、上砂川線バ

ス運行に要する経費の収支不足額補償金１９９万９，０００円の補正は、上砂川線におけ

る赤字補填対象額４３４万６，０００円について砂川市、上砂川町の路線距離数に応じた
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負担率４６％に基づき負担するものであります。同じく二重丸、滝川美唄線バス運行に要

する経費の収支不足額補償金３３９万８，０００円の補正は、滝川美唄線における赤字補

填対象額８７５万６，０００円ついて砂川市、滝川市、奈井江町、美唄市の路線距離数に

応じた負担率３８．８％に基づき負担するものであります。同じく二重丸、滝川奈井江線

バス運行に要する経費の収支不足額補償金２１２万４，０００円の補正は、滝川奈井江線

における赤字補填対象額３４５万円について砂川市、滝川市、奈井江町の路線距離数に応

じた負担率６１．５６％に基づき負担するものであります。

次に、９８ページ、同じく１５目庁舎建設事業費で二重丸、庁舎建設事業費３００万８，

０００円の減額は、旧庁舎跡地駐車場整備工事の事業費確定によるものであります。

次に、１０６ページ、３款民生費、１項１目社会福祉総務費で二重丸、住民税非課税世

帯等臨時特別給付金支給事業に要する経費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金５００万

円の補正は、令和４年度課税状況の確定及び転入等による対象世帯数の増によるものであ

ります。

次に、１０８ページ、同じく３目知的障害者福祉費で一つ丸、知的障害者自立支援に要

する経費の自立支援給付費２，５９２万８，０００円の補正は、利用者数及び１人当たり

の費用の増によるものであります。

次に、１１０ページ、同じく４目身体障害者福祉費で一つ丸、身体障害者自立支援に要

する経費の自立支援医療費６００万７，０００円の減額は、給付実績の減によるものであ

ります。

同じく５目精神障害者福祉費で一つ丸、精神障害者自立支援に要する経費の自立支援給

付費６２７万８，０００円の減額は、１人当たりの費用の減によるものであります。

次に、１１２ページ、同じく６目老人福祉費で二重丸、社会福祉法人砂川福祉会運営費

補助金７００万９，０００円の補正は、砂川福祉会がＩＣＴ機器、ソフトウエア等の導入

により、職員の事務負担の軽減及びデータ連携の効率化を図ることで介護サービスの質の

向上につながる業務改善を行うものでありますが、システムの導入経費など一時的に多額

の費用を要する事業については社会福祉法人の運営に影響を及ぼす可能性があることから、

砂川市社会福祉法人の助成に関する条例に基づき事業費の一部を助成し、安定的な事業運

営の確保を図るものであります。

次に、１１４ページ、同じく２項１目児童福祉総務費で一つ丸、児童の養育に要する経

費の児童手当６２４万５，０００円の減額、同じく一つ丸、乳幼児等医療に要する経費の

医療費扶助４５２万１，０００円の減額、同じく一つ丸、母子父子福祉に要する経費の児

童扶養手当７６７万３，０００円の減額は、給付実績の減によるものであります。

次に、１２４ページ、同じく３項２目扶助費で一つ丸、生活保護費７７５万８，０００

円の減額は、医療扶助など短期間の扶助により受給者は増加傾向にありますが、金額は減

となっているものであります。
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次に、１３０ページ、４款衛生費、１項４目環境衛生費で一つ丸、中・北空知廃棄物処

理広域連合に要する経費の中・北空知廃棄物処理広域連合負担金３６７万９，０００円の

減額は、エネクリーンの売電収入の増などによる負担金の減であります。

次に、１３８ページ、６款農林費、１項２目農業振興費で一つ丸、新規就農育成支援事

業に要する経費の新規就農者支援事業補助金１６万８，０００円の補正は、新規就農者が

農業経営に必要な農業機械の購入に要する経費の一部を補助するものであります。同じく

二重丸、農地利用効率化等支援交付金４８６万円の補正は、高齢化に伴い農業者が減少す

る中、地域が目指すべき農業の集約化に向け、経営面積の拡大や生産効率の向上などを進

めるために必要な農業用機械の導入に要する経費の一部を補助するものであります。

次に、１４２ページ、７款商工費、１項１目商工振興費で二重丸、企業振興促進補助金

１９０万８，０００円の補正は、企業振興促進条例に基づき、工場施設等を建設した３社

に対する補助金であります。同じく一つ丸、地域おこし協力隊に要する経費７８５万４，

０００円の減額は、協力隊員を募集したものの採用に至らなかったこと及び事業実績によ

る減であります。同じく二重丸、地方創生臨時交付金事業（地域経済対応分）に要する経

費、中小企業振興対策事業２，１３２万４，０００円の補正は、新型コロナウイルス感染

症の影響を受けた中小企業者に対する支援である広告宣伝支援補助金、飲食店第三者認証

取得促進給付金、中小企業デジタル化推進補助金、店舗等衛生対策支援補助金について想

定を上回る申請数であったことから、増額し、対応するものであります。

次に、１４４ページ、同じく３目観光費で二重丸、忠臣蔵サミットに要する経費２００

万５，０００円の減額は、サミットが中止になったことによるものであります。

次に、１４６ページ、同じく５目駅前地区整備事業費で二重丸、駅前地区整備事業費３，

３５５万４，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１４８ページ、８款土木費、２項２目道路橋梁維持費で一つ丸、道路橋梁の維持

に要する経費の光熱水費８９３万２，０００円の補正は道路照明及びロードヒーティング

に係る電気料の増、修繕料５２１万７，０００円の補正は道路の修繕の増によるものであ

ります。次に、１５１ページ、同じく一つ丸、流雪溝の維持管理に要する経費の光熱水費

４７２万７，０００円の補正は、流雪溝維持に係る電気料の増によるものであります。

同じく３目道路橋梁新設改良費で二重丸、道路橋梁新設改良事業費２，０４３万２，０

００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１５４ページ、同じく４項３目緑化推進費で一つ丸、緑と花の祭典実行委員会交

付金２８２万円の減額は、イベント開催中止によるものであります。

同じく５項１目市営住宅管理費で一つ丸、市営住宅の管理に要する経費の宮川団地解体

工事費６２５万９，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１５６ページ、同じく２目住宅管理費で二重丸、ハートフル住まいる推進事業に

要する経費２，４０８万円の補正は、各補助金の交付状況に基づくものであります。
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次に、１５８ページ、９款消防費、１項１目消防費で一つ丸、砂川地区広域消防組合負

担金５９９万２，０００円の補正は、救急車内の感染防止対策として使用しているオゾン

ガス発生装置が経年劣化による故障により使用不能となったことから急遽更新したこと及

び人件費、光熱水費の増によるものであります。

次に、１６２ページ、１０款教育費、２項１目小学校管理費で二重丸、学校教育活動体

制整備に要する経費の消耗品費２２５万円及び備品購入費２２５万円の補正は、新型コロ

ナウイルス感染症流行下において感染症の影響を最小限に止めつつ、学校教育活動を継続

できる環境を維持できるよう、１校につき９０万円を上限に必要な整備を行うものであり

ます。

次に、１６６ページ、同じく３項１目中学校費で１６９ページ、二重丸、市立中学校の

統合に要する経費のスクールバス購入費１，７４２万円の減額は、事業費確定によるもの

であります。同じく二重丸、学校教育活動体制整備に要する経費の消耗品費６７万５，０

００円及び備品購入費６７万５，０００円の補正は、新型コロナウイルス感染症流行下に

おいて感染症の影響を最小限に止めつつ、学校教育活動を継続できる環境を維持できるよ

う、１３５万円を上限に必要な整備を行うものであります。

次に、１７０ページ、同じく４項１目社会教育費で１７５ページ、一つ丸、地域交流セ

ンターの運営管理に要する経費の修繕料２０８万７，０００円の補正は急遽発生した機械

室暖房系統ポンプ等の修繕経費であり、運営管理委託料４５８万１，０００円の補正は燃

料費、電気料の増によるものであります。

次に、１７８ページ、同じく５項２目体育施設費で一つ丸、海洋センター管理に要する

経費の修繕料２４６万９，０００円の補正は、急遽発生した火災報知設備受信機の修繕経

費であります。

次に、１８４ページ、１２款諸支出金、２項１目国保会計繰出金４９３万５，０００円

の補正は、保険基盤安定分の増が主なものであります。

同じく３目病院会計繰出金７，７５３万３，０００円の補正は、一般会計で受領してい

る病院に対する寄附金の繰り出しが主なものであります。

同じく５目後期高齢者医療会計繰出金２，６２４万３，０００円の減額は、療養給付費

分の減が主なものであります。

次に、１８６ページ、１３款職員費、１項１目職員費で一つ丸、職員の給与等に要する

経費４４８万７，０００円の増は、給料の減、退職手当組合精算納付金の増による共済費

の増が主なものであります。

以上が歳出でありまして、歳入につきましては１１ページ、総括でご説明申し上げます。

１款市税で３，５２９万３，０００円の補正は、市民税２，１００万５，０００円の増、

市たばこ税１，３７８万８，０００円の増が主なものであります。

１１款地方交付税で３億９，２６６万６，０００円の補正は、普通交付税１億９，２６
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６万６，０００円の増及び特別交付税２億円の増でありますが、普通交付税は当初４５億

５００万円と見込んでおりましたが、寒冷補正の積雪度級地見直しによる道路橋梁費、小

中学校費の増、臨時財政対策債振替相当額の減に加え、１２月に再算定が行われ、臨時経

済対策費分として追加交付されたことから普通交付税の決定額が４６億９，７６６万６，

０００円で確定したことによる増であります。また、特別交付税は当初６億円を見込んで

おりましたが、昨今の交付状況及び今年度の１２月交付決定額により見込んだものであり

ます。

１７款財産収入で７，０３３万６，０００円の補正は、土地売払収入６，７２９万３，

０００円の増が主なものであります。

１８款寄附金で１２億９９２万４，０００円の補正は、まちづくり事業などに対する市

民の皆様からの寄附金のほか、ふるさと納税による寄附金が主なものであります。

１９款繰入金で７，７７１万９，０００円の補正は、財政調整基金繰入金８，３９０万

円の減は財源調整による減であり、まちづくり事業基金繰入金２，２１１万７，０００円

の減、社会福祉事業振興基金繰入金２，１０２万１，０００円の減は事業費確定による事

業に充てるものの減であり、庁舎整備基金繰入金２億６２０万８，０００円の増は市役所

庁舎建設事業の終了に伴う庁舎整備基金の廃止により、基金に保管する現金を一般会計に

編入するものであります。

２２款市債で１億２，３００万円の減額は、事業費確定による減及び過疎地域持続的発

展特別事業債の増、臨時財政対策債の減が主なものであります。

以上が歳入の主なものであります。

なお、１８８ページに継続費に関する調書、１９０ページに地方債に関する調書を添付

しておりますので、ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 （登壇） 私から議案第２号、議案第４号についてご説明申し

上げます。

初めに、議案第２号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算についてご説明

申し上げます。

今回の補正は、第２号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億

５４５万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１９億４，８８５万９，

０００円とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。２２ページをお開き願いま

す。１款総務費、１項１目一般管理費で２６４万２，０００円の減額は、主に一般管理事

務に要する経費のうち、給料及び職員手当等人件費関係の減によるものであります。

２６ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目療養給付費で９，６５０万円
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の減額、２項１目高額療養費で１，９３０万円の減額は、１日当たり医療費の減によるも

のであります。

３０ページをお開き願います。５款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で３０

９万９，０００円の減額は、主に健診委託料の減によるものであります。

３２ページをお開き願います。６款基金積立金、１項１目基金積立金で１，６８６万６，

０００円の補正は、国保基金積立金の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明させていただき

ます。１款国民健康保険税で５７２万９，０００円の補正は、一般被保険者分で５７４万

４，０００円の増、退職被保険者分で１万５，０００円の減によるものであります。

２款道支出金で１億１，５６８万５，０００円の減額は、主に保険給付費に対して道よ

り交付される保険給付費等交付金普通交付金の減及び保険給付費等交付金特別交付金のう

ち特別調整交付金の増、保険者努力支援分の減によるものであります。

４款繰入金で４９３万５，０００円の補正は、一般会計繰入金の増によるものでありま

す。

６款諸収入で５０万円の減額は、被保険者第三者納付金の減によるものであります。

７款国庫支出金６万７，０００円の補正は、社会保障・税番号制度システム整備費の皆

増によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第４号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算について

ご説明申し上げます。

今回の補正は、第１号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，

５２９万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億６，０７８万２，０

００円とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。１８ページをお開き願いま

す。１款総務費、２項１目徴収費で３４万２，０００円の補正は、主に手数料の増による

ものであります。

２０ページをお開き願います。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢

者医療広域連合納付金で２，５８１万円の減額は、主に療養給付費分負担金の減によるも

のであります。

２２ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で２０万

円の補正は、主に健康診査事業費のうち、後期高齢者健康診査委託料の増によるものであ

ります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明させていただき

ます。１款後期高齢者医療保険料で６０万９，０００円の補正は、主に現年度分保険料の
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軽減対象額の増及び収納率の増によるものであります。

２款後期高齢者医療広域連合支出金で１４万４，０００円の補正は、主に特別調整交付

金の増によるものであります。

３款繰入金で２，６２４万３，０００円の減額は、主に一般会計繰入金の療養給付費分

繰入金の減であります。

４款繰越金で６万６，０００円の補正は、前年度繰越金の確定によるものであります。

５款諸収入で１３万円の補正は、健康診査収入の増によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 議案第３号 令和４年度砂川市介護保険特別会

計補正予算についてご説明申し上げます。

今回の補正は、第２号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，

３６５万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１８億９，５９０万１，

０００円とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。２６ページをお開き願いま

す。２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で１，２５１万７，０００円の減

は、訪問介護及び特定施設入居者生活介護の利用者が見込みより少なかったことなどによ

るものであります。

２目地域密着型介護サービス給付費で１，２２４万２，０００円の減は、認知症対応型

共同生活介護及び認知症対応型通所介護の利用者が見込みより少なかったことなどによる

ものであります。

３目施設介護サービス給付費で１，０３１万５，０００円の増は、介護老人福祉施設及

び介護老人保健施設の利用者が見込みより多かったことなどによるものであります。

３６ページをお開き願います。５項１目特定入所者介護サービス費で１，７０８万３，

０００円の減は、利用者が見込みより少なかったことなどによるものであります。

３８ページをお開き願います。３款基金積立金、１項１目基金積立金から４６ページの

４款地域支援事業費、５項１目介護人材育成支援事業費につきましては、決算見込みによ

る補正であります。

４８ページをお開き願います。６款諸支出金、１項１目過年度過誤納還付金で２４万３，

０００円の補正は、過年度分の国から交付された介護給付費特別調整交付金の精算による

ものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括で説明させていただきま

す。１款保険料で１３４万５，０００円の減は、新型コロナウイルス感染症の影響による

第１号被保険者に係る保険料の減免を行ったこと及び被保険者数が見込みより少なかった
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ことなどによるものであります。

２款分担金及び負担金で１万６，０００円の減は、紙おむつ利用件数が見込みより少な

かったことなどによるものであります。

３款国庫支出金で２，０６１万８，０００円の減、４款支払基金交付金１，３２２万９，

０００円の減、５款道支出金７３５万円の減は、主に歳出の保険給付費の減に伴う国、社

会保険診療報酬支払基金及び北海道の負担ルール分の補正によるものであります。

６款財産収入で１１万円の増は、基金運用利息の増によるものであります。

７款繰入金で１，１２０万８，０００円の減は、主に歳出の保険給付費の減に伴う一般

会計繰入金及び介護給付費準備基金繰入金の減によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 （登壇） 議案第５号 令和４年度砂川市下水道事業会計補正

予算についてご説明申し上げます。

第１条は、今回の補正予算を第１号とするものであります。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量を補正するものであり、公共下水道事業に

おいて年間有収水量は２万６，０００立方メートル減の１３７万３，０００立方メートル、

個別排水処理施設事業において年間有収水量は４３４立方メートル減の２万６，１３９立

方メートルとし、主要な建設改良事業において公共下水道整備事業は１，４０８万４，０

００円増の３，５２１万３，０００円、個別排水処理施設整備事業は１，１９６万円減の

１７２万４，０００円とするものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものであり、下

水道事業収益は１，１１１万８，０００円減額し、収入の総額を７億６，３７４万円、下

水道事業費用は２８１万８，０００円補正し、支出の総額を５億４，１４０万円とするも

のであります。

２ページをお開き願います。第４条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定

額を補正するものであり、本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額３億７，５３３万２，０００円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３０

５万７，０００円、当年度分損益勘定留保資金１億８，５６５万８，０００円、減債積立

金２，９９４万３，０００円及び当年度利益剰余金処分額１億５，６６７万４，０００円

で補填するものとする。」に改めるものであります。これは、資本的収入で１８３万７，

０００円を減額し、収入の総額を５，６１０万１，０００円、資本的支出で５７４万９，

０００円を補正し、支出の総額を４億３，１４３万３，０００円とするものであります。

第５条は、予算第５条に定めた企業債の補正であり、限度額について下水道資本費平準

化債は１１０万減額し、７１０万円に、公共下水道整備事業債は１０万減額し、１６０万

円に、流域下水道整備事業債は２９０万円補正し、２，０３０万円に、個別排水処理施設
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整備事業債は７００万円減額し、９０万円に、過疎対策事業債は３９０万円減額し、２１

０万円に、限度額総額を９２０万円減額し、３，２００万円とするものであります。

第６条は、予算第８条で定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費に

おいて職員給与費３，１６６万２，０００円を３，１０４万３，０００円に改めるもので

あります。

第７条は、予算第９条で定めた他会計からの補助金において１億７，３７９万６，００

０円を１億７，１１６万２，０００円に改めるものであります。

第８条は、予算第１０条で定めた利益剰余金の処分において当年度利益剰余金のうち１

億８，２８４万２，０００円を当年度利益剰余金のうち１億５，６６７万４，０００円に

改めるものであります。

続きまして、４ページをお開き願います。初めに、収益的収入でありますが、１款下水

道事業収益、１項営業収益における５４４万８，０００円の減額は、内訳として１目下水

道使用料で５３３万円の減額は汚水排出量の減によるものであります。

２目雨水処理負担金で１１万８，０００円の減額は、雨水処理に要する経費の減による

ものであります。

２項営業外収益における５６７万円の減額は、内訳として２目他会計補助金で２６３万

４，０００円の減額は分流式下水道に要する経費などの減によるものであります。

３目長期前受金戻入で４０７万８，０００円の減額は、償却資産の減によるものであり

ます。

４目雑収益で１０４万２，０００円の補正は、令和３年度の維持管理の確定に伴う石狩

川流域下水道組合負担金精算金の皆増によるものであります。

６ページをお開き願います。収益的支出でありますが、１款下水道事業費用、１項営業

費用における１２５万４，０００円の補正は、内訳として主に１目管渠費で２８３万５，

０００円の補正は公共汚水枡の修繕の増などによる修繕費２２６万１，０００円の増が主

なものであります。

４目個別排水処理施設費で７２万８，０００円の減額は、修繕費６５万１，０００円の

減が主なものであります。

５目総係費で１２３万９，０００円の減額は、負担金１２７万８，０００円の減が主な

ものであります。

８ページをお開き願います。２項営業外費用における１４５万７，０００円の補正は、

内訳として主に２目消費税及び地方消費税で１５３万６，０００円の補正は課税仕入れ控

除額の減少見込みによる増によるものであります。

３項特別損失における１０万７，０００円の補正は、１目過年度損益修正損で過年度過

誤納還付金の増によるものであります。

１０ページをお開き願います。資本的収入でありますが、１款資本的収入、１項企業債
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における９２０万円の減額は、下水道資本費平準化債ほか、事業費確定などによるもので

あります。

２項出資金における１５万４，０００円の補正は、汚水処理に要する経費の増によるも

のであります。

３項国庫補助金における７７５万円の補正は、公共下水道整備事業債における交付金事

業の補正によるものであります。

４項分担金及び負担金における３０万１，０００円の減額は、内訳として１目分担金で

４０万２，０００円の減額は個別排水処理施設設置基数の減を見込んだことによるもので

あります。

２目負担金で１０万１，０００円の補正は、第１負担区分の増などによるものでありま

す。

５項長期貸付金収入における２４万円の減額は、１目一般貸付金収入で新規貸付件数の

減を見込んだことによるものであります。

１２ページをお開き願います。資本的支出でありますが、説明欄でアンダーラインを付

してあるのは臨時事業であります。１款資本的支出、１項建設改良費における４９９万１，

０００円の補正は、内訳として１目公共下水道整備事業費で１，４０８万４，０００円の

補正は交付金事業として空知太中継ポンプ場流入ゲート更新のための設計に必要な空知太

中継ポンプ場耐震診断調査委託料の増が主なものであります。

２目流域下水道整備事業費で２８６万７，０００円の補正は、流域下水道整備工事負担

金の増によるものであります。

３目個別排水処理施設整備事業費で１，１９６万円の減額は、合併処理浄化槽設置工事

の設置基数の減を見込んだことによる工事請負費の減によるものであります。

２項企業債償還金における７５万８，０００円の補正は、利率見直し方式で借り入れた

起債の利率変更による増であります。

１４ページ以降は財務諸表など予算に関連する資料でありますので、ご高覧いただき、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 議案第６号 令和４年度砂川市病院事業会計補

正予算についてご説明申し上げます。

１ページを御覧いただきたいと存じます。第１条は、今回の補正予算を第１号とするも

のであります。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量を補正するものであり、年間患者数を入院

で１万６，５０１人減の１１万３，５３３人、外来で３４５人増の２３万１，６５３人と

し、１日平均患者数を入院で４５人減の３１１人、外来で１人増の９５３人とするもので

あります。
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第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものであり、病

院事業収益は２億８，５１０万２，０００円を減額し、収入の総額を１３７億１，３２４

万８，０００円、病院事業費用は２億５，９４７万７，０００円を減額し、支出の総額を

１４９億６，９１９万６，０００円とするものであります。

２ページをお開き願います。第４条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定

額を補正するものであり、本文括弧書き中「不足する額５億８，０３１万３，０００円は、

過年度分損益勘定留保資金５億８，０３１万３，０００円」を「不足する額５億４，９５

７万３，０００円は、過年度分損益勘定留保資金５億４，９５７万３，０００円」に改め

るものであります。これは、資本的収入で１，７６１万１，０００円増額し、収入の総額

を１４億１，５７９万５，０００円、資本的支出で１，３１２万９，０００円減額し、支

出の総額を１９億６，５３６万８，０００円とするものであります。

第５条は、予算第６条に定めた企業債の補正であり、院舎改修事業で５５０万円を減額、

医療機械器具整備事業で６，２００万円を減額し、総額８億７，３００万円に限度額を補

正するものであります。

第６条は、予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の

うち、職員給与費を７９億８，９４５万４，０００円とするものであります。

４ページをお開き願います。初めに、収益的収入でありますが、１項医業収益は１２億

８，３０５万６，０００円を減額するもので、内訳は１目入院収益で１４億１，９５１万

円の減額、２目外来収益で１億３，２９４万３，０００円の増額、３目その他医業収益で

３５１万１，０００円の増額であります。入院収益の減額は、新型コロナウイルス感染症

に伴うクラスターの発生や職員が感染や濃厚接触者となったため出勤することが困難とな

ったことによる入院や手術、検査の制限等の要因で患者数や診療単価が大きく減少したこ

とによるものであります。外来収益の増額は、患者１人当たりの診療単価の増によるもの

であります。その他医業収益につきましては、予防接種等の増によるものであります。

２項医業外収益における９億５，７５３万９，０００円の増額は、主に２目補助金で感

染症病床確保促進事業補助金など補助金の増によるものであります。

６ページをお開き願います、３項看護専門学校収益における２，８１６万１，０００円

の増額は、主に２目負担金交付金で看護専門学校における収支補填分の増によるものであ

ります。

４項院内保育事業収益における１７万２，０００円の増額は、主に１目保育料収益で入

所児童数が増加したことによるものであります。

５項特別利益における１，２０８万２，０００円の増額は、１目過年度損益修正益で前

年度以前分の医療費調定等の修正益によるものであります。

８ページをお開き願います。収益的支出では、１項医業費用において２億５，７３６万

２，０００円を減額するもので、１目給与費の９４９万８，０００円の減額は、２節手当
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で看護師に係る処遇改善手当が増額となったことや時間外勤務手当、防疫等作業手当が増

加となったものの、１節給与で予定採用数の減や年度途中の退職者の増により減額となっ

たことが主な減額の要因となっております。

１０ページをお開き願います。２目材料費で３億８２万円の減額で、主に入院患者数の

減に伴う診療材料費の減によるものであります。

３目経費では６，３６４万９，０００円の増額で、主に６節消耗品でクラスター発生に

伴う清掃関連用品の増、８節光熱水費で燃料調整単価の上昇による電気料の増、１２ペー

ジをお開き願います。９節燃料費で原油価格高騰による単価の増によるものであります。

４目減価償却費では１４３万４，０００円の減額で、主に器械備品に係るものでありま

す。

１４ページをお開き願います。６目研究研修費では９２５万９，０００円の減額で、主

に昨年度に引き続きコロナ禍により学会、研修会等がオンライン開催や中止、延期となっ

たことによる研修会負担金の減によるものであります。

２項医業外費用における４０５万７，０００円の増額は、主に１目支払利息及び企業債

取扱諸費、１節企業債利息で借入利率の上昇、４目消費税で予防接種等の課税収入増によ

るものであります。

３項看護専門学校費用における２２０万６，０００円の減額は、１目給与費において主

に教員の手当の増加により１５７万８，０００円増加したものの、２目経費において主に

４節旅費交通費において会議や研修のオンライン開催による減額、１６ページをお開き願

います。１８節雑費において臨地実習、行事の減少等によるものであります。

４項院内保育事業費用における６０万２，０００円の減額は、主に１目経費、６節委託

料で夜間、休日保育の減少に伴う院内保育業務の減額によるものであります。

５項特別損失における３３６万４，０００円の減額は、１目過年度損益修正損で出産入

院時における消費税の課税誤りによる還付が発生したものの、退職手当組合事前負担金精

算が想定よりも減少したことによるものであります。

１８ページをお開き願います。資本的収入における１，７６１万１，０００円の増額は、

１項企業債において院舎改修事業及び医療機械器具等整備事業で事業費確定により６，７

５０万円減額、３項補助金において感染症に係る医療器具購入補助金の増額、４項出資金

はふるさと納税の増額によるものであります。

２０ページをお開き願います。資本的支出における１，３１２万９，０００円の減額は、

１項建設改良費において落札差金等による１，１０８万９，０００円の減額、３項１目長

期貸付金において看護学生修学資金が当初想定していた貸付者数を下回ったことに伴う１

９８万円の減額によるものであります。

２２ページ以降は関連資料でありますので、ご高覧いただき、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。
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〇議長 水島美喜子君 以上で各議案の提案説明を終わります。

これより議案第１号から第６号までの一括総括質疑を行います。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１号から第６号までの一括総括質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっております６議案は、議長を除く議員全員で構成する第１予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して会期中審査を行うことにご異議ありませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。

◎休会の件について

〇議長 水島美喜子君 お諮りします。

第１予算審査特別委員会における審査が終了するまで本会議を休会することにご異議あ

りませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、これで本会議を休会いたします。

◎散会宣告

〇議長 水島美喜子君 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

散会 午前１１時０９分


